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１　川崎市が承諾する区域

（１）　路線１　川崎市麻生区片平１８４４番２３ほか

　　　　路線２　川崎市麻生区片平１８４９番５６ほか

（２）　面積　　路線１　１５８．９０㎡

　　　　　　　　路線２　４００．７０㎡

　　　　　　　　合計　　５５９．６０㎡

2 根拠法令

　　　

議案第106号

町田市道路線の認定の承諾について

道路法【抜粋】
（市町村道の意義及びその路線の認定）
第８条
３　市町村長は、特に必要があると認める場合においては、
　当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定するこ
　とができる。この場合においては、当該市町村長は、関係
　市町村長の承諾を得なければならない。
４　前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町
　村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
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参考資料
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